
入 札 説 明 書

県立日南病院が行う樹木管理業務に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札
については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。なお、

当該説明書等について質問がある場合は、下記の５に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立

てることはできない。

１ 公告日 令和５年４月２４日

２ 競争入札に付する事項
（１) 委託件名 県立日南病院 樹木管理業務
（２) 委託内容 病院及び公舎の樹木管理
（３) 委託場所 県立日南病院（日南市木山１丁目９番５号）他
（４) 委託期間 契約の日から令和６年３月３１日まで

３ 業務の仕様書
別添「樹木管理業務処理要領」のとおり

４ 仕様書に関する質問及び閲覧
（１) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により提出

すること。
ア 受付期間

令和５年４月２４日から令和５年４月２８日まで（土曜日及び日曜日を
除く。）
なお、受付時間は、午前９時から午後５時まで（正午から午後１時まで

を除く。）とする。
イ 受付場所

入札公告にある「契約に関する事務を担当する部局等」と同じ。
ウ 提出方法

書面は持参又は送付(送付にあっては書留郵便又はそれと同等の手段に限
る。)により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。
また、送付による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意する

こと。
（２) （１)の質問書に対する回答は、回答書を作成し、県立日南病院ホームペー

ジに掲載するものとする。
ア 閲覧場所 県立日南病院ホームページ
イ 閲覧期間 令和５年５月１７日まで

５ 入札書の提出等
（１）入札書の日付

入札書提出期限（令和５年５月１６日）以前の日（入札書作成日）を記入
すること。
※開札日を記入しないこと。

（２）１回目の入札書は、代理人印でなく代表者印を押印し、密封の上提出する
こと。

（３）入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏
名（法人の場合はその名称又は商号）及び「５月１７日開封《県立日南病院
樹木管理業務》の入札書在中」と朱書きし、送付により提出する場合は二

重封筒とし入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により
提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。

（４）再度の入札において、代理人が入札を行う場合は、別紙様式第２号による
委任状を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号（法人



の場合は代表者の職氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名
を記載して押印をしておかなければならない。

（５）入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正
部分について押印をしておかなければならない。ただし、入札書の表記金額
は訂正できない。

（６）入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行
することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、
又は取り消すことができる。

６ 開札
開札は、入札者又はその代理人１名を立ち会わせて行うものとする。この場
合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務
に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。

７ 再度入札
再度入札は１回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の２第１

項第８号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金
額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。

８ 入札保証金及び契約保証金
（１）入札保証金

入札保証金については、病院局財務規程（平成１８年病院局企業管理規程
第１５号。以下「規程」という。）第８１条の規定による。

（２）契約保証金
契約保証金については、規程第８２条の規定による。

９ 入札の効力
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
なお、無効となる入札をした者又は初度の入札に参加しなかった者は再度の

入札に参加することはできない。
（１）入札参加資格のない者のした入札
（２）同一人が同一事項についてした２通以上の入札
（３）２人以上の者から委任を受けた者が行った入札
（４）入札書の表記金額を訂正した入札
（５）入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札
（６）入札条件に違反した入札
（７）連合その他不正の行為があった入札

10 落札候補者の決定の方法
（１) 予定価格の範囲内で入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札候

補者とする。
（２) 前項の最低価格で入札した者が２名以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせ、落札候補者を決定するものとする。この場合において、当該
入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、こ
れに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
この場合、入札者はくじを引くことを辞退することはできない。

（３) 落札候補者について入札参加資格の確認（以下「資格確認」という。）を行
うため、落札決定を保留する。

11 入札参加資格確認申請
（１) 落札候補者の資格確認を行うため、入札参加資格確認申請書（別紙様式第
３号。以下「申請書」という。）及び次に掲げる入札参加資格確認資料（以下
「添付資料」という。）の提出を求める。ただし、入札参加資格を満たしてい
ないことが明らかな場合は、提出を求めないことがある。



ア 同種業務実績調書（別紙様式第４号）
イ 配置技術者の資格等調書（別紙様式第５号）

（２) 提出期限日以降は、申請書等の修正及び再提出を認めない。
（３）提出期限日までに申請書等を提出しない場合又は指示に従わない場合は、
当該落札候補者のした入札は無効とする。

（４）資格確認は、申請書等は提出された日の翌日から起算して２日以内に行う。
ただし、資格確認に疑義が生じた場合はこの限りでない。

12 落札者の決定
（１) 資格確認の結果、落札候補者が入札参加資格を満たすことが認められた場
合には、当該落札候補者を落札者として決定する。

（２) 落札者を決定した場合にあっては落札決定通知書（別紙様式第６号）を送
付する。

（３) 落札候補者に入札参加資格がないとした場合（11の(1)のただし書きにおい
て申請書等の提出を求めなかった場合を含む。）においては、入札参加資格確
認結果通知書（別紙様式第７号。以下「確認通知書」という。）により入札参
加資格がないとした理由を付して通知するとともに、当該理由について説明
を求めることができる旨を教示する。

13 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
（１) 入札参加資格がないとされた確認通知書を受理した者は、当該通知を受理
した日の翌日から起算して２日以内に、書面により入札参加資格がないとし
た理由の説明を求めることができる。

（２) 前項の説明を求める書面を受理したときは、当該書面を受理した日の翌日
から起算して２日以内に、当該説明を求めた者に対して入札参加資格がある
と認める場合を除いて書面により回答する。

（３) 前項の回答にあたり、入札参加資格があると認める場合には、入札参加資
格がないとした確認通知書を取り消すとともに、当該説明を求めた者を落札
者として決定し、落札決定通知書を通知する。

（４) 前項の場合に14の(2)の規定により他の落札候補者に対する資格確認を中断
しているときは、当該他の落札候補者に対する資格確認を中止し、中止した
旨を入札参加資格確認中止通知書（別紙様式第８号）により当該他の落札候
補者に通知する。

14 次順位者の資格確認
（１) 資格確認の結果、落札候補者に入札参加資格がないとした場合は、入札参
加資格がないとした者（以下「失格者」という。）以外の同価入札者が２者以
上いる場合にあっては当該同価入札者によるくじで落札候補者を定め、失格
者以外の同価入札者が１者である場合にあっては当該同価入札者を、同価入
札者がいない場合にあっては失格者の次に予定価格の範囲内で最低価格を入
札した者を、落札候補者として資格確認を行う。

（２) 前項の規定による資格確認は、失格者に12の(3)に規定する通知をした日か
ら行う。
ただし、当該失格者から13の(1)に規定する説明を求める書面を受理したと

きは資格確認を中断するものとし、中断の期間は11の(4)に規定する期間を算
定するにあたり除く。

15 その他
（１) 11に規定する申請書等及び13に規定する書面（以下「提出書類」という。）
の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。

（２) 提出書類は、入札参加確認以外の目的に使用しないものとする。
（３) 提出書類は、返却しない。


